
２月１日～３月１８日は「サイバーセキュリティ月間」です。
普及啓発活動へご協力ください。

不審なメールによる情報漏えい被害や個人情報の流出など、生活に影
響を及ぼすサイバーセキュリティに関する問題が多数報じられています。
誰もが安心してITの恩恵を享受するためには、国民一人ひとりがセ
キュリティについての関心を高め、これらの問題に対応していく必要が
あります。
このため、政府では、サイバーセキュリティに関する普及啓発強化を
目的に、２月１日から３月１８日までを「サイバーセキュリティ月間」
としています。

出典：内閣サイバーセキュリティセンター（NISC）

最低限これだけは！

○ 常に最新のセキュリティ状態に

○ 個人情報など重要な情報の扱い
は慎重に

○ 不審なウェブページやメールを
開かない

「知る･守る･続ける」
サイバーセキュリティ月間では、サイバーセ
キュリティのエッセンスを国民に端的に伝える
キャッチフレーズを定めています。
このキャッチフレーズは、月間期間中に実施
する各種取組に利用されます。

○○ ○○

△△市居住です。
□□で働いています。


